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投資信託専用 マイナンバー（個人番号）届出書
＜別紙＞

●ご提出いただく書類

●マイナンバーをご提出いただいた方は後述の〈マイナンバーの提出について〉の利用目的にも
　ご承諾いただいたものとします。

この用紙は
右記書類の
＜別紙＞です

■投資信託総合口座開設申込書 兼 特定口座開設届出書
兼 証券投資信託受益証券等の保護預り口座設定申込書 兼 外国証券取引口座設定申込書
兼 投資信託受益権振替決済口座設定申込書 兼 累積投資申込書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書
兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書 兼 包括告知書

■特定口座開設届出書
兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
■出国口座内保管上場株式等移管依頼書 兼 特定口座開設届出書
兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
■住所・氏名変更届 兼 居住性変更に関する届出書
(投資信託口座をお持ちのお客さま）兼 特定口座異動届出書 兼 特定口座継続適用届出書 兼 包括告知書

マイナンバーの変更があります
（変更がない場合はチェック不要です）マイナンバー

ご記入日

お名前
自署

お取引
支店名

預金口座
番号

2 0 年 月 日

様
郵送の場合はお取引
支店名、預金口座番号
もご記入ください。

（投資信託専用）マイナンバー（個人番号）届出書
マイナンバー（個人番号）を確認できる書類
住所等確認書類

当行にマイナンバー（個人番号）を未届の方はご提出ください。お願い

〈マイナンバーの提出について〉
・私は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第14条に基づく、貴行からのマイナンバー提出の依頼に対し、「個人情報の保護に関す
る法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」（平成27年9月9日法律第65号）を踏まえたうえで、金融
商品取引に関する税務署への調書等作成事務および預貯金口座付番に関する事務等の貴行が公表している利用目的に関連する事務のため、マイナンバーを提出します。

・私は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」第３条に関して、以下の点について承諾します。
・預貯金者の個人番号は、所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続において預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るも
のであること。

・災害時または相続時において、預貯金者の個人番号の利用により預貯金者またはその相続人が預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。

変 更 前 の
マイナンバー

他行への付番について、以下いずれかにチェック　をお付けください。✓

他行付番希望あり（店頭で「他行付番申込書」をご提出、またはマイナポータルからお手続きください）
他行付番希望なし

※チェックがない場合は、他行への付番は希望しないものといたします。

マイナンバーカード

在留保

在留保
（マイナンバーあり）

本帳票
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